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県内中小企業等に対して、働きがい向上の取組に関する知見・ノウハウを有するとしてあらか

じめ広島県（以下「県」という。）が登録した民間専門機関（以下「登録機関」という。）のコン

サルティングを受け、人材確保や生産性の向上等につながる働きがい向上の取組に要する経費等

を補助することにより、県内中小企業等の自発・自律的な取組を促進することを目的としていま

す。 

 

【事業イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【活用イメージ】 

・ 経営戦略に連動した人材・人事戦略の検討 

・ 従業員への企業理念・パーパスの浸透 

・ 人材育成や評価・処遇に関する制度・仕組みづくり 

・ 多様な人材の活躍を促すダイバーシティ推進に関する取組  等 

 

登録機関 

 

 

 

 

 

 

  

１ 事業の目的・概要 

  

○   本事業に参画する登録機関は予め県に申請を行い、県が要件を満たしているかを審査し、知事の

登録を受けた民間専門機関です。 

○  登録機関以外の民間専門機関のサービス利用による補助金の交付はできません。 

○  登録機関が提供するサービス内容や問合せ窓口及び登録手続の方法は県ホームページにまとめて

います。 

＜県ホームページ＞  

広島県働きがい向上コンサルティング利用促進補助事業 

民間専門機関の登録手続・登録機関一覧 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hatarakigai/tourokukikan.html 

広島県

県内企業等

〇働きがいの現状把握のための調査・課題分析

〇課題解決に向けた取組計画の作成

〇取組計画に基づく取組の実行 など

登録機関

〇調査，課題分析及び取組計画作成の支援

〇取組実行支援

登録申請

登録決定

補助金

交付

サービス

申込

サービス

提供

補助金

申請

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hatarakigai/tourokukikan.html
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次の（１）～（１１）の全ての条件を満たすことが必要です。 

 

（１） 県内に本社があり、常時使用する従業員が概ね 31人以上の中小企業者等であること。 

業種分類 

ア又はイのいずれかの条件を満たすこと 

（⑨～⑫はイの条件を満たすこと） 

ア 資本金の額 

又は出資の総額 

イ 常時使用する 

従業員（※）の数 

① 製造業、建設業、運輸業 3 億円以下 300人以下 

② 卸売業 1 億円以下 100人以下 

③ 小売業 5,000 万円以下 50 人以下 

④ サービス業 

（ソフトウェア業又は情報処理サービス業、

旅館業を除く） 

5,000 万円以下 100人以下 

⑤ ゴム製品製造業 

（自動車または航空機用タイヤ及びチューブ

製造業並びに工業用ベルト製造業を除く） 

3 億円以下 900人以下 

⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3 億円以下 300人以下 

⑦ 旅館業 5,000 万円以下 200人以下 

⑧ その他業種（上記以外） 3 億円以下 300人以下 

⑨ 医療法人、社会福祉法人 ― 300人以下 

⑩ 学校法人 ― 300人以下 

⑪ 財団法人（一般・公益）、社団法人（一

般・公益） 
― 

上記①～⑧の業種分類

に基づき、その主たる

業種に記載の従業員数

以下 

⑫ 特定非営利活動法人 

― 

上記①～⑧の業種分類

に基づき、その主たる

業種に記載の従業員数

以下 

※「常時使用する従業員」とは、労働基準法第 20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする

者」を意味します。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しな

いため、「常時使用する従業員」には該当しないものとします。 

 

  

２ 補助対象者 
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（２）働き方改革に取り組んでいること。 

・働き方改革に取り組んでいる。 

 ・働き方改革の意義を理解・共感している。 

 ・働き方改革の方針・目標がある。 

 ・働き方改革の推進役がいる。 

 ・働き方改革の取組による一定の成果が出ている。【以下の２点を満たすこと】 

① 直近１年間での常用雇用者の総実労働時間（１人あたり１か月平均）が 190 時間

以下 

② 直近１年間での常用雇用者の年次有給休暇取得日数（１人あたり１年平均）が５

日以上 

（３） 広島県の県税について未納がないこと。 

（４） 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行って

いないこと。 

（５） 暴力団等と関りがないこと。 

（６） 申請日から過去３年間に労働関係法令その他法令に係る重大な違反がないこと。 

（７） 同一会計年度に当該補助金の交付決定を受けていないこと、又は過去に当該補助金の交付

を受けていないこと。 

（８） 同一会計年度に「広島県働きがい向上調査・認定制度利用促進補助金（旧名称：広島県働き

がい向上促進支援補助金）」の交付決定を受けていないこと、又は過去に「広島県働きがい

向上調査・認定制度利用促進補助金（旧名称：広島県働きがい向上促進支援補助金）」の交

付を受けていないこと。 

（９） 過去に「広島県働きがい向上企業コンサルティング事業」（令和３・４年度事業）に参加し

ていないこと。 

（１０） これまでに Great Place to Work® Institute Japan の「働きがい認定企業」に認定され

ていないこと。 

（１１） 同一会計年度に同一事業・同一内容に対して、国又は地方公共団体から他の補助金の交付

を受けていないこと。 

 

 

 

 次の（１）、（２）を満たす事業であることが必要です。（１）、（２）を満たした場合、（３）も

補助事業とします。 

（１） 登録機関のサービスを利用した従業員の働きがいの現状を把握するための調査と、その結

果に基づいた課題分析（調査・課題分析） 

（２）（１）の調査・課題分析に基づいた取組計画の作成（（１）に基づいた取組計画の作成） 

（３）（２）の計画に基づいて実施する働きがい向上に資する取組（（２）の計画に基づいて実施

する取組） 

３ 補助事業 

https://hatarakigai.info/
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※（３）の取組例 

 働きがい向上の推進に係る研修や小集団活動等の実施 

 働きがい向上の推進に係る知識やスキルを習得する外部の研修等への参加 

 働きがい向上に資するソフトウェア等のツールの導入 

 働きがい向上推進に係る企業独自の資料等の製作    等 

 

 

 

補助対象期間内に「３ 補助事業」で示した事業を完了させる必要があります。 

 

 

 

 

区分 内容 

登録機関への委託料 登録機関に依頼して行う取組に要する経費 

・コンサルティング費用 

・調査・分析費用 等 

ただし、補助対象経費となる登録機関は１社に限る。 

研修等講師謝金・旅費 社内の研修等実施に係る外部講師等の謝金及び交通費 

※講師一人当たり 10万円を上限とする。 

研修等参加費 社外研修等の参加に要する経費 

印刷製本費 広報物や資料の製作・印刷に要する経費 

使用料 会議室及びそれに附帯する備品等の使用に要する経費 

ソフトウェア及びそれ

に類するサービスの導

入費用 

ソフトウェア等の導入に要する経費 

※導入に必要なオプション費用、保守・サポート費用を含む。 

※サブスクリプション、リース又はレンタルの場合は、使用開始日から使用

終了日又は当該会計年度の３月末日のいずれか早い日までの使用料とする。 

その他 特に必要と認められるもの。 

※当該経費の支出が補助事業の目的に合致し、補助事業実施に必要不可欠な範囲であることが確

認できる場合に限ります。 

※取引に係る消費税及び地方消費税及び支払いの際に生じる振込手数料は補助対象経費に含まれ

ません。 

 

 

 

 

補助対象経費の２分の１（交付上限額 50万円） 

５ 補助対象経費 

６ 補助額（交付上限額） 

４ 補助の要件 
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 交付決定日から当該会計年度の３月末日まで 

 

 

 

 20件程度 

※予算上限額に達した時点で受付を終了します。 

 

 

 

 事業の流れは次のとおりです。各段階での注意事項をまとめていますので必ず確認の上、手続き

等を進めてください。 

（１） 登録機関への問合せ、サービス内容の確認、見積書の入手 【交付申請前】 

   登録機関の問合せ窓口に連絡し、サービス内容について確認を行った上で見積書を入手して

ください。 

【注】この時点で登録機関への正式なサービスの申込みは行わないでください。（県からの交付

決定後にサービスの申込みを行ってください。） 

※ 登録機関の問合せ窓口 ⇒ 「１ 事業の目的・概要」参照（P1） 

 

（２） 県への補助金交付申請 【申請期限：令和５年９月 29 日（金）】 

（１）で入手した見積書等を基に「補助金交付申請書」を作成し、必要な書類を添えて県に

提出してください。県は提出された申請書の内容について審査し、交付を決定します。  

※ 交付申請書の提出方法 ⇒「10 交付申請の手続き」参照（P7） 

            「交付申請書【記載例】」参照（P11～16） 

 

（３） 登録機関へのサービスの申込 【登録機関への申込み：交付決定後速やかに】 

交付決定後に登録機関に正式なサービスの申込みを行ってください。 

 

（４） 補助事業の実施 

   県に申請した事業計画の内容に基づき、事業を実施してください。 

【注】交付決定後に事業計画の内容変更や交付申請額の変更等、交付の前提となっている条件

が変更となった場合、知事の承認を受ける必要があります。 

※ 補助事業の交付条件の変更と申請書の提出方法 

⇒「11 補助事業の変更と申請手続き」参照（P7） 

 「変更承認申請書【記載例】」参照（P17～20） 

９ 事業の流れ 

７ 補助対象期間 

８ 交付決定予定件数 



6 

 

（５） 登録機関への補助対象経費の支払い 【支払期限：令和６年３月 29日（金）】 

登録機関への補助対象経費の支払いは、上記の期限までに完了してください。 

【注】期限以降の支払いとなった場合は、補助金交付の対象外となります。 

（６） 県への実績報告【実績報告期限：事業完了日から 30日後、もしくは令和６年４月 10 日

（水）のいずれか早い日】 

補助事業完了後、上記の期限までに「補助金実績報告書」を県に提出してください。県

は提出された実績報告書の内容について審査し、補助額を確定します。 

※ 実績報告書の提出方法 ⇒ 「12 実績報告の手続き」参照（P8） 

             「実績報告書【記載例】」参照（P21～25） 

 

（７） 県への補助金請求書の提出 

県からの補助金額の確定通知後、「補助金請求書」を県に提出してください。 

     

 

【事業の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県
県内企業

（交付申請企業）
登録機関

①サービス内容確認

②見積り提示

③補助金交付申請

④補助金交付決定通知

⑤サービス申込み

⑥サービス提供

⑦補助事業実施
（調査・分析・計画作成等）

⑧費用請求

⑨費用支払

⑩実績報告書の提出

⑪実績報告確認，額の確定
通知

⑫補助金請求書の提出

⑬補助金支払
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申請書の受付

期間 

令和５年５月 30日（火）～令和５年９月 29 日（金）【必着】 

※ 受付期間中であっても、予算上限額に達した時点で受付を終了します。 

提出資料 ① 交付申請書（別記様式第１号） 

② 交付申請書別紙 

③ 経費の根拠となる書類（登録機関等の作成した見積書等） 

④ 企業・団体概要資料（パンフレット等申請者の事業内容が分かるもの） 

⑤ 補助事業申請日から３か月以内に県税事務所で発行された申請者の県税

納税証明書（県税及び地方法人特別税について未納がないこと） 

⇒交付申請書の記載例や提出資料の詳細は P11～16 参照 

その他 交付決定された場合、県から登録機関にも通知します。 

 

 

 

 交付決定後に補助事業の内容を変更しようとする場合は、変更の申請を行い、知事の承認を受

ける必要があります。 

変更申請が必

要となるケー

ス 

○ 補助対象経費が増加した場合 

○ 補助対象経費の合計額が 20％以上減少した場合 

○ 補助事業の３つの区分（調査・課題分析、取組計画の作成、取組計画に

基づいた取組の実施）の相互間で補助対象経費のいずれか高い額の 20％

以上の経費を流用する場合 

○ 事業計画の大きな変更を行う場合 

⇒ それぞれの具体例は P18 参照 

申請書の受付

期間 
変更する場合は速やかに申請してください。 

提出資料 ① 変更承認申請書（別記様式第２号） 

② 変更承認申請書別紙 

③ 経費の根拠となる書類（登録機関等の見積書等） 

⇒変更申請書の記載例は P17～20 参照 

その他 補助事業の変更を行った結果、補助金交付申請額に変更が生じた場合は、改

めて県が補助金の交付を決定し通知します。 

【注】その時点での予算の範囲内においての交付となるため、増額での変更

申請など、必ずしも認められるとは限りません。 

 

 

10 交付申請の手続き 

11 補助事業の変更と申請手続き 
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提出期限 補助事業が完了した日から起算して 30 日を経過した日 又は 

翌会計年度の４月 10日のいずれか早い日まで 

提出資料 ① 実績報告書（別記様式第５号） 

② 実績報告書別紙 

③ 働きがい向上取組行動計画（公表用） 

④ 補助対象経費の支払い内容が確認できる書類（請求書等） 

⑤ 補助対象経費の支払いを証する書類（振込明細等） 

⑥ 補助事業の成果が確認できる書類 

・調査・分析を実施したことがわかるもの 

・調査分析結果に基づいて作成した取組計画書 

・その他取り組んだ内容がわかるもの 

⇒実績報告書の記載例（作成例）や提出資料の詳細は P21～25 参照 

 

 

 

 

提出先 広島県 商工労働局 働き方改革推進・働く女性応援課 

働き方改革推進グループ 

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

メールアドレス：syokaikaku@pref.hiroshima.lg.jp 

提出方法 ○ メールの場合 

件名を「働きがい向上コンサルティング利用促進補助金」とし、送付し

てください。 

ただし、交付申請時に必要となる提出書類の「県税納税証明書」は、原

本の郵送もしくは持参での提出をお願いします。 

○ 郵送の場合 

封筒の表に「働きがい向上コンサルティング利用促進補助金」と朱書き

し、書留又は特定記録郵便で送付してください。 

○ 持参の場合 

広島県庁東館３階 働き方改革推進・働く女性応援課へ持参してくださ

い。（受付時間：9:00～12:00、 13:00～17:00） 

 

 

 

12 実績報告の手続き 

13 申請書等の提出先及び提出方法 
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（１） 経理及び証拠書類等の保存について 

  補助事業者は、本補助金に係る経費についての収支を明確にした帳簿、及び補助金交付の根

拠となった書類を整備して、本補助事業が完了した日から起算して５年を経過した日の属する

県の会計年度の末日まで保存しなければなりません。 

 

（２） 県監査委員検査への対応について 

本補助事業終了後に、県監査委員が実地検査に入る場合があります。その際は、検査への 

協力をお願いします。 

 

（３） 申請書等の作成経費について 

本事業の申請にあたって要した申請書等の作成経費は、選定の可否を問わず、申請者の負担

となります。 

 

（４） 提出された応募書類等の取扱いについて 

  提出された応募書類等の企業情報については、本事業実施のために使用することとします。 

ただし、本補助金の交付を受けた場合は、必要最低限の情報（企業名、補助金額等）は、広島 

県情報公開条例（平成１３年広島県条例第５号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人等の 

適正な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となります。 

 

（５） フォロー調査等への協力について 

本補助事業終了後、交付を受けた補助対象者の働き方改革（働きがい向上）の取組や効果 

について、アンケート等の各種調査を行う場合がありますので、協力をお願いします。 

 

（６） 情報発信について 

県が本補助事業を活用した企業名や取組事例を公表する場合がありますので、協力をお願い

します。 

 

（７） 寄附制限について 

  政治資金規正法第２２条の３第４項の規定により、県から補助金等（一部例外を除く。）の交

付の決定を受けた会社その他の法人は、交付決定の通知を受けた日から１年間、広島県議会の

議員若しくは長に係る公職の候補者（候補者となろうとする者及び公職にある者を含む。）を推

薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体（政党等）に対して政治活動に関する寄附を

することができないこととされています。本補助金は、上記の一部例外（試験研究、調査又は

災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わない補助金等）には該当せず、寄附制限が適用さ

れるものと判断しています。 

14 その他 
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（８） 取得した財産（ソフトウェア）の管理等について 

① 補助対象経費により取得した財産（以下「取得財産」という。）については、補助事業の完

了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効

率的運用を図ってください。 

② 取得財産を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の

全部又は一部を納付していただく場合があります。 

（９） 取得した財産（ソフトウェア）の処分の制限について 

原則として知事の承認を得ずに取得財産を処分することはできません。ただし、取得財産の

耐用年数を勘案して相当な期間を経過した場合は、この限りではありません。 

※ ソフトウェアの減価償却資産の耐用年数（根拠：昭和 40年大蔵省令第１５号 別表第三、第六） 

 １. 「複写して販売するための原本」または「研究開発用のもの」 ３年 

 ２. 「その他のもの」 ５年 
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別記様式第１号（第７条関係） 

 

 

広  島  県  知  事  様 

（働き方改革推進・働く女性応援課） 

 

 

 

 

     年度 広島県働きがい向上コンサルティング利用促進補助金交付申請書 

 

広島県働きがい向上コンサルティング利用補助金交付要綱第７条の規定により、補助金の

交付を申請します。 

 

添付書類 

(1) 交付申請書別紙 

(2) 経費の根拠となる書類（見積書等） 

(3) 企業・団体概要資料（パンフレットなど補助対象者の活動内容が分かるもの） 

(4) 補助事業申請日から３か月以内に県税事務所で発行された申請者の県税納税証明書 

（県税及び地方法人特別税について未納がないこと） 

(5) その他知事が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連絡担当者） 

所属部署 〇〇〇〇部 職・氏名 部長 〇〇〇〇 

電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 E-mail 〇〇〇〇＠〇〇〇〇.〇〇.jp 

住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

所在地       〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

名称        株式会社〇〇〇〇〇〇〇 

代表者（職・氏名） 代表取締役 〇〇〇〇〇 

令和５年 〇月  〇日 

令和５ 

交付申請書【記載例】  

 

◆添付書類 

(1)…「交付申請書別紙（様式第１号関係）」を指します。 

(2)…「交付申請書別紙（様式第１号関係）」の「３ 交付申請額」に示す経費の根拠となる書類

一式を指します。１～３の項目ごとに見積内容と見積額が確認できる書類を添付してくだ

さい。（登録機関等が発行する見積書など） 

(3)…企業案内のパンフレットがなければホームページの写しでも構いません。 

(4)…納税証明書の発行は、税事務所（本所・分室）で行っています。 

※県ホームページ「納税証明に関する手続」を参考に手配をお願いします。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1176862855636.html 

(5)…その他書類の提出をお願いする場合があります。 

 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1176862855636.html
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交付申請書別紙（様式第１号関係） 

１ 申請者情報 

資本金  １億 円 従業員数 

（常時使用する 

従業員の数） 

50 人 

 

設立 

年月 

平成〇年〇月 

業種 該当箇所に✔を記載してください 

☑製造業 □建設業 □運輸業 □卸売業 □小売業 □サービス業  

□ゴム製品製造業 □ソフトウェア業又は情報処理サービス業 □旅館業  

□医療法人・社会福祉法人 □学校法人 □その他（         ） 

主な製品 

サービス等 

〇〇〇〇 

 

 

 

 

 

２ 事業計画 

利用する登録機関名 〇〇〇〇 

事業実施期間 令和５年〇月  ～  令和５年〇月 

事業目的 事業により解決したい働きがい向上の課題や、ありたい姿を記載してくださ

い。 

（例１）若手社員の離職率が上昇しており、マネージャー層とのコミュニケーショ

ン不足による業務へのモチベーション低下が要因と推測している。本事業の取組

を通じて、要因を特定し対策を講じる。  

 

（例２）現在運用している業務目標管理制度が形骸化しているので、その要

因を特定すると共に従業員の働きがい向上や育成にもつながる目標管理制度へ

の見直しを図る。 

 

 

 

◆「資本金の額（又は出資の総額）」、「常時使用する従業員数」 

・P2記載の「中小企業者等」に該当しているかご確認ください。 

※ 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第 20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする

者」を意味します。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しない

ため、「常時使用する従業員」には該当しないものとします。 

◆「利用する登録機関名」 

・県が登録した民間専門機関の名

前を記入してください。（P1参照） 

◆「事業実施期間」 

・補助対象期間内で予定する期間を記入してください。 

・補助対象期間は交付決定日から令和６年３月 29日までです。 
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事業内容 事業の具体的な内容と実施スケジュールを次の項目ごとに記載してくださ

い。 

 １  調査・課題分

析 

[必須]  

（例１）令和〇年〇月までにエンゲージメント調査を活用し、若手社員の離職

の原因を特定する。 

 

（例２）令和〇年〇月に実施する従業員意識調査の結果を参考に、〇月ま

でに目標管理制度と評価制度の設計の見直しを検討する。さらに〇月までに階

層別のヒアリング調査を行い、現状の制度運用の課題を特定する。 

 

 

 

 

 ２ １に基づいた

取組計画の作

成 

[必須] 

（例１）令和５年〇月までに取組計画の作成を完了させる。 

 

（例２）２年後の新目標管理制度の運用開始に向けて、〇月までに取組計

画の作成を完了させる。 

 

 

 

 

 

 

 ３ ２の計画に基

づいて実施す

る取組 

 

 

（例１）マネージャー層を対象としたコミュニケーション研修を行うと共にコミュニケ

ーションの活発化、情報共有の円滑化を目的にグループウェアの導入を進める。 

 

［（例２）取組の実行が補助対象期間以降になる場合は、この項目への記

載の必要はありません。］ 

 

 

 

 

 

  

◆「調査・課題分析」 

・必須の項目です。 

いつまでに何の調査・課題

分析を行うのかを記載して

ください。 

◆「取組計画の作成」 

・必須の項目です。 

いつまでに取組計画作成を行う

のかを記載してください。 

◆「計画に基づいて実施する

取組」 

・いつまでに何の取組を実行

するかを記載してください。 

※（例２）で示す取組の実行

が補助対象期間以降になる場

合は，この項目への記載は不

要です。 
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３ 交付申請額 

項目 補助事業に要する経費 補助対象経費 補助金交付申請額 

１  調査・課題分析 220,000 円 200,000 円  

２ １に基づいた取組 

計画の作成 

110,000 円 100,000 円 

３  ２の計画に基づいて 

実施する取組 

1,100,000 円 1,000,000 円 

合計 1,430,000 円 1,300,000 円 500,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「補助事業に要する経費」，「補助対象経費」 

・登録機関等から入手した見積書等を基に、１～３の項目別に金額を記載してください。 

・次の表に示す補助対象経費区分に該当しない経費は含めないでください。 

○ 補助対象経費（再掲） 

区分 内容 

登録機関への委託料 登録機関に依頼して行う取組に要する経費 

・コンサルティング費用 

・調査・分析費用 等 

ただし、補助対象経費となる登録機関は１社に限る。 

研修等講師謝金・旅費 社内の研修等実施に係る外部講師等の謝金及び交通費 

※講師一人当たり 10万円を上限とする。 

研修等参加費 社外研修等の参加に要する経費 

印刷製本費 広報物や資料の製作・印刷に要する経費 

使用料 会議室及びそれに附帯する備品等の使用に要する経費 

ソフトウェア及びそれに類

するサービスの導入費用 

ソフトウェア等の導入に要する経費 

※導入に必要なオプション費用、保守・サポート費用を含む。 

※サブスクリプション、リース又はレンタルの場合は、使用開始日から 

使用終了日又は当該会計年度の３月末日のいずれか早い日までの使用料とする。 

その他 特に必要と認められるもの 

・登録機関等の発行する見積書等に記載される経費は、交付決定日から令和６年３月 29日までの期間に

実施する補助事業の経費である必要があります。 

（登録機関等への支払い期限が令和６年３月 29 日であるため。） 

 

◆「補助金交付申請額」 

「補助対象経費」の２分の１と 50万円を比較して少ない方の額を記載してください。 

 

税抜価格 税込価格 
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４ 働き方改革 取組状況 

（１）働き方改革の取組状況を記載してください。【必須】  

☑働き方改革に取り組んでいる（取組開始時期：平成〇年〇月～） 

☑働き方改革の意義を理解・共感している 

☑働き方改革の方針・目標がある 

 ☑働き方改革の推進役がいる（部署・役職名：人事部 部長） 

 

 

 

 

（２）働き方改革の取組による成果が出ている。【①②は必須】 

①直近１年間での常用雇用者の総実労働時間（一人あたり１か月平均）【〇時間】（190時間以下か） 

②直近１年間での年次有給休暇取得日数  （一人あたり１年間平均）【〇日】（５日以上か） 

③その他の成果【                              】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・該当することを確認の上、チェックを入れてください。 

・働き方改革の取組開始時期と推進役の部署・役職名を記載してください。 

・上記①②の記載は必須です。①は 190時間以下、②は５日以上であることを確認してください。 

・算出方法は以下のとおりです。 

① (A)時間÷(B)人÷12 月 

(A)直近１年間の常用雇用者全員の総実労働時間 

(B)全常用雇用者数 

※ 「常用雇用者」とは、期間の定めなく雇用されている労働者及び一定の期間を定めていても、

その雇用期間が反復更新され、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を記入してくださ

い。(役員や理事であっても、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者を含みます。ま

た、パートタイム労働者を含み、派遣労働者・請負労働者は除いてください。） 

※ 育児休業など１か月を超えるような長時間の休業、求職者は除いてください。 

 ② (A)日÷(B)人 

(A)直近１年間の常用雇用者全員の年次有給休暇取得日数 

(B)全常用雇用者数 

※ 取得日数は当該年度に実際に取得した日数であり、繰り越し分を含みます。 
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５ 申告事項 

次の各項目に該当することを確認し、✔を記載してください。 

☑ 県税に未納がない。 

☑ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を 

行っていない。 

☑ 暴力団等と関りがない。 

☑ 申請日から過去３年間に労働関係法令その他法令に係る重大な違反がない。 

☑ 同一会計年度において当該補助金の交付決定を受けていない。 

☑ 過去に当該補助金の交付を受けていない。 

☑ 同一会計年度において「広島県働きがい向上調査・認定制度利用促進補助金（旧名称： 

広島県働きがい向上促進支援補助金）」の交付決定を受けていない。 

☑ 過去に「広島県働きがい向上調査・認定制度利用促進補助金（旧名称：広島県働きがい 

向上促進支援補助金）」の交付を受けていない。 

☑ 過去に「働きがい向上企業コンサルティング事業」（令和３・４年度事業）に参加してい

ない。 

☑ これまでに Great Place to Work® Institute Japan の「働きがい認定企業」に 

認定されていない。 

☑ 同一会計年度において同一事業・同一内容に対して、国又は地方公共団体から 

他の補助金の交付を受けていない。 

 

 

 

 

  

・該当することを確認の上、チェックを入れてください。 
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別記様式第２号（第９条関係） 

 

 

広  島  県  知  事  様 

（働き方改革推進・働く女性応援課） 

 

 

 

 

    年度 広島県働きがい向上コンサルティング利用促進補助金 

補助事業変更承認申請書 

 

                   で交付決定を受けたこの補助事業の変更につい

て、広島県働きがい向上促進支援補助金交付要綱第９条第２号の規定に基づき、次のとおり

申請します。 

 

添付書類 

(1) 変更承認申請書別紙 

(2) 経費の根拠となる書類（見積書等） 

(3) その他知事が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地       〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

名称        株式会社〇〇〇〇〇〇〇 

代表者（職・氏名） 代表取締役 〇〇〇〇〇 

                  

令和５年 〇月  〇日 

 

令和５ 

 

令和５年〇月〇日付け指令働改第〇号 

変更承認申請書【記載例】 

・交付決定通知書に記載されている交付決定日と指令番号を転記してください。 

◆添付書類 

(1)…「変更承認申請書別紙（様式第２号関係）」を指します。 

(2)…「変更承認申請書別紙（様式第２号関係）」の「２ 交付申請額（２）変更後」に示す経費の根拠

となる書類一式を指します。 

(3)…その他書類の提出をお願いする場合があります。 
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変更の理由 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連絡担当者） 

所属部署 〇〇〇〇部 職・氏名 部長 〇〇〇〇 

電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 E-mail 〇〇〇〇＠〇〇〇〇.〇〇.jp 

住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

（例１）補助対象経費が増加した場合 

従業員意識調査を行った結果、当初想定していた以上に課題が深刻で、課題解決のために〇〇

〇〇社（登録機関）による取組実行支援回数を３回から５回に増やすこととした。その結果、補

助対象経費が当初申請額より増加するため。 

（例２）補助対象経費が 20％以上減少した場合 

取組計画の作成に時間を要してしまい、補助対象期間内に取組を完了させるためには、当初実施

を予定していた研修の回数を５回から３回に減らすこととした。その結果、補助対象経費が当初申

請額より 20％以上減少するため。 

 

（例３）補助対象事業の区分の相互間で補助対象経費のいずれか高い額の 20％以上の経費を

流用する場合 

より深い課題分析を行うために調査の対象を広げることとした。当初は、調査・分析に 40 万円、取

組計画作成に 10 万円、取組実行に 100 万円が必要として、補助対象経費を申請していたが、

取組実行で計上していた 100万円のうち、20万円を調査・分析に充てることとし、その結果、20％

以上の経費を流用することになるため。 

（例４）事業計画の大きな変更を行う場合 

従業員エンゲージメント調査の結果、当初想定していた事業計画の内容では、目的を達成すること

が難しいと判断した。〇〇〇〇社（登録機関）と相談した結果、取組対象をグループ会社に広げ

るとともに、取組期間を〇月まで延長する必要があると判断したため。 

 

 

 

 

・P7「11 補助事業の変更と申請手続き」に記載している変更申請が必要な具体例を「変更の理

由」欄に示しています。「変更申請が必要なケース」該当する場合は、これらを参考に、変更する

理由を具体的に記載してください。 

・取組計画の大きな変更を行う場合は，その多くが金額の増減を伴う変更と想定されますが、仮に上記

（例）１～３に該当する変更がなかった場合でも、変更申請をする必要があります。 

（補助事業の目的達成に支障を来すおそれのない範囲で細部の変更を行う場合は、上記（例）１～３に

該当しない限り申請は不要です。） 
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変更承認申請書別紙（様式第２号関係） 

１ 事業計画 

（１）変更前（交付申請書に記載した内容を転記してください。） 

利用する登録機関名  

事業実施期間   年  月  ～   年  月 

事業目的 事業により解決したい働きがい向上の課題やありたい姿を記載してください。 

 

 

事業内容 事業の具体的な内容と実施スケジュールを次の項目ごとに記載してください。 

 １ 調査・課題分析 

[必須] 

 

 

 

 ２ １に基づいた取組

計画の作成 

[必須] 

 

 

 

 ３ ２の計画に基づい

て実施する取組 

 

 

 

（２）変更後 

利用する登録機関名  

事業実施期間 年  月  ～   年 月 

事業目的 事業により解決したい働きがい向上の課題やありたい姿を記載してください。 

 

 

事業内容 事業の具体的な内容と実施スケジュールを次の項目ごとに記載してください。 

 １ 調査・課題分析 

[必須] 

 

 

 

 ２ １に基づいた取組

計画の作成 

[必須] 

 

 

 

 ３ ２の計画に基づい

て実施する取組 

 

 

 

 

 

 

・交付申請書に記載した内容をそのまま転記してください。 

・交付申請書から変更した内容を記載してください。 

（変更していない箇所も記載してください。） 
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２ 交付申請額 

（１）変更前（交付申請書に記載した内容を転記してください。） 

項目 補助事業に要する経費 補助対象経費 補助金交付申請額 

１ 調査・課題分析 

 

円 円  

２ １に基づいた取組 

計画の作成 

円 円 

３ ２の計画に基づいて 

実施する取組 

円 円 

合計 円 円 円 

 

（２）変更後 

項目 補助事業に要する経費 補助対象経費 補助金交付申請額 

１ 調査・課題分析 

 

円 円  

２ １に基づいた取組 

計画の作成 

円 円 

３ ２の計画に基づいて 

実施する取組 

円 円 

合計 円 円 円 

 

 

 

 

  

・交付申請書に記載した内容をそのまま転記してください。 

・交付申請書から変更した内容を記載してください。 

（変更していない箇所も記載してください。） 
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別記様式第５号（第１１条関係） 

 

広  島  県  知  事  様 

（働き方改革推進・働く女性応援課） 

 

 

 

 

    年度 広島県働きがい向上コンサルティング利用促進補助金 

補助事業実績報告書 

 

                   で交付決定を受けたこの補助事業が完了したの

で、広島県働きがい向上促進支援補助金交付要綱第１１条の規定に基づき、次のとおり報告

します。 

 

添付書類 

(1) 実績報告書別紙 

(2) 働きがい向上取組行動計画（公表用） 

  (3) 補助対象経費の支払内容が確認できる書類（請求書等） 

  (4) 補助対象経費の支払を証する書類（振込明細書等） 

  (5) 補助事業の成果が確認できる書類 

  (6) その他知事が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連絡担当者） 

所属部署 〇〇〇〇部 職・氏名 部長 〇〇〇〇 

電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 E-mail 〇〇〇〇＠〇〇〇〇.〇〇.jp 

住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

所在地       〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

名称        株式会社〇〇〇〇〇〇〇 

代表者（職・氏名） 代表取締役 〇〇〇〇〇 

                  

令和５ 

 

 令和５年〇月〇日付け指令働改第〇号 

令和５年 〇月  〇日 

・交付決定通知書に記載されている交付決定日と指令番号を転記してください。 

◆添付書類 

(1)…「実績報告書別紙（様式第５号関係）」を指します。 

(2)… 本事業で作成した取組計画に基づいて、外部に公表する「行動計画」を作成してください。 

   指定様式はありません。P23で作成例を示していますので参考にしてください。 

(3)…「実績報告書別紙（様式第５号関係）」の「明細」に示す経費の根拠となる書類一式を指します。 

   １～３の項目ごとに支払内容と支払額が確認できる書類を添付してください。 

   （登録機関等が発行する支払内容の詳細な内訳のある請求書、請求書とサービスの申込書など） 

(4)…「実績報告書別紙（様式第５号関係）」の「明細」に示す経費の支払いを証明する書類一式を指します。 

   振込処理の完了と振込指定以降に予定通り資金移動が完了したことが確認できる書類を添付して 

ください。（入出金明細照会表、通帳の写しなど） 

(5)…指定様式はありません。P24～25で作成例を示していますので参考にしてください。 

(6)…その他の書類の提出をお願いする場合があります。 

実績報告書【記載例】 
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実績報告書別紙（様式第５号関係） 

 

１ 補 助 事 業 に 要 し た 経 費     1,430,000 円 

２ 補 助 対 象 経 費     1,300,000 円 

３ 補 助 金 額      500,000 円 

 

明細 

項目 補助事業に要した経費 補助対象経費 補助金額 

１ 調査・課題分析 

 

220,000 円 200,000 円  

２ １に基づいた取組 

計画の作成 

110,000 円 100,000 円 

３ ２の計画に基づい

て実施する取組 

1,100,000 円 1,000,000 円 

合計 1,430,000 円 1,300,000 円 500,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「明細」の合計額を転記し

てください。 

◆「補助事業に要した経費」、「補助対象経費」 

・登録機関等からの請求書等を基に、１～３の項目別に金額を記載してください。 

・次表に示す補助対象経費区分に該当しない経費は含めないでください。 

〇補助対象経費（再掲） 

区分 内容 

登録機関への委託料 登録機関に依頼して行う取組に要する経費 

・コンサルティング費用 

・調査・分析費用 等 

ただし、補助対象経費となる登録機関は１社に限る。 

研修等講師謝金・旅費 社内の研修等実施に係る外部講師等の謝金及び交通費 

※講師一人当たり 10万円を上限とする。 

研修等参加費 社外研修等の参加に要する経費 

印刷製本費 広報物や資料の製作・印刷に要する経費 

使用料 会議室及びそれに附帯する備品等の使用に要する経費 

ソフトウェア及びそれに類

するサービスの導入費用 

ソフトウェア等の導入に要する経費 

※導入に必要なオプション費用、保守・サポート費用を含む。 

※サブスクリプション、リース又はレンタルの場合は、使用開始日から 

使用終了日又は当該会計年度の３月末日のいずれか早い日までの使用料とする。 

その他 特に必要と認められるもの。 

・交付決定日から令和６年３月 29日までの期間に実施した補助事業の経費である必要があります。 

（登録機関等への支払期限が令和６年３月 29日であるため。） 

 

◆「補助金交付申請額」 

・「補助対象経費」の２分の１と 50万円を比較して少ない方の額を記載してください。 

 

 

税抜価格 税込価格 
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  働きがい向上取組行動計画 

＜企業名＞ 

 

すべての社員が、仕事に誇りを持ち、達成感や成長を感じながら活躍できる会社づくりに

向けて、次の行動計画に沿って働きがい向上に取り組みます。 

 

     １．行動計画期間     年  月  日～    年  月  日 

 

２．内容 

 

 

＜具体的な取組＞ 

 ●    年  月～  ワーキンググループの立ち上げ、検討開始 

 ●    年  月～  提案制度の試行運用開始 

 ●    年  月～  試行を受けての社員アンケート調査を実施 

 ●    年  月～  制度の問題点の抽出、制度見直し 

 ●    年  月～  提案制度に関するガイドブックを作成し、社員へ周知 

●    年  月～  提案制度の本格運用開始       

 

 

 

＜具体的な取組＞ 

 ●    年  月～  研修内容の検討開始 

 ●    年  月～  研修の実施 

 ●    年  月～  研修参加者へのアンケート調査等によるフォローアップ 

 ●    年  月～  研修の効果検証と問題点の抽出、研修内容の見直し 

 ●    年  月～  階層別研修の体系の見直し（研修体系への組み込み） 

 

   

 ＜具体的な取組＞ 

 ●    年  月～ 〇〇〇〇〇〇 

 ●    年  月～ 〇〇〇〇〇〇 

●    年  月～ 〇〇〇〇〇〇 

目標１：社員提案制度を導入し、従業員の意見を経営計画等に反映する。 

目標２：チームマネジメント研修を新設し、社員のモチベーション向上とキャリア開発を

後押しするためのマネージャー育成を行う。 

目標３：〇〇〇〇〇〇〇を実施し、〇〇〇について〇〇％を目指す。 

働きがい向上取組行動計画（公表用）
【作成例】 

※ これは作成例です。 

（様式も指定様式はなく、任意様式です。） 

※ 補助事業の中で作成した取組計画に基づいて、

外部に公表する「行動計画」を作成してくださ

い。（目標の個数等は問いませんが、補助事業

で作成した取組計画の内容を踏まえたものと

してください。） 

補助事業の実施期間中に取り

組んだ内容を含めて記載して

いただいても構いません。 

目標達成のために取り組む期

間や時期を示して記載してく

ださい。 



24 

 

    

 

 

 

働きがい向上コンサルティング利用促進補助事業取組報告書 

 

１ 記入者情報 

企業名 〇〇〇〇 

所属部署 〇〇〇〇部 職・氏名 部長 ○〇〇〇 

 

２ 目指す姿（自社のありたい姿を記載してください。） 

従業員一人ひとりが自身の業務に働きがいを感じ、連帯しながら仕事を進めることでイノベーションを生み出し、企業成

長につなげる。 

 

３ 調査・分析結果 

調査結果 

（定量的・定性的な面から記載してください。） 

要因分析 

（左記の要因を分析して記載してください。） 

「強み」 

仕事と家庭が両立できている（スコア○％）、この職

場で長く働きたい（スコア○％）福利厚生が整ってい

る（スコア○％） 

→福利厚生制度が整っており、長期的に働きたいと感

じられる働きやすい職場が整えられている。 

「強み」 

平成〇年度から開始した働き方改革の一連の取組は成

功して、働きやすい環境が整えられている。 

「成長の機会」 

会社のビジョンが明確である（スコア○％）、経営層と

のコミュニケーションが活発である（スコア○％）、自分

の仕事に誇りが持てる（スコア○％） 

→経営者とのコミュニケーションがとれておらず従業員に

会社のビジョンが浸透していない。自分の仕事に誇りが

持てていない。 

「成長の機会」 

会社のビジョンについては、平成〇年度に見直しを行ったも

のの、経営層と一般職のコミュニケーションがとれていないこと

から社内に浸透できていない。さらにそれが自身の仕事への

誇りを持てない要因になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 〇月  〇日 

実績報告書の添付書類 
補助事業の成果が確認できる書類 

【作成例】 

◆調査結果 

・調査結果から読み解き、自社の「強み」，自社の今後の「成長の機会（現時点での弱み）」と考える

内容を定量・定性面から記載してください。 

◆要因分析 

・「強み」、「成長の機会」の要因を分析して記載してください。 

※ これは作成例です。 

（様式も指定様式はなく、任意様式です。） 

※ 登録機関が作成する様式などで補助事業の

成果が確認できる場合は、この様式で別途

作成・提出する必要はありません。 
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３ 取組計画（目指す姿と調査・分析結果を踏まえて取組計画を記載してください。） 

取組の方向性 スケジュール 

【成長の機会創出】 

経営理念の浸透の取組強化 

・目指す姿の提示 

・社長と語る会 

・〇月 経営層と若手社員による経営理念浸透チーム立ち上げ 

・〇月 チーム内で現状のMVV を元に会社の目指す姿を検討 

・〇月 目指す姿の発表、社長と語る会の実施 

・〇月 チーム内で今後の理念浸透に向けた取組検討 

【成長の機会創出】 

仕事への価値観を見直すワークショップの

実施 

・〇月 ワーク前のアンケート配付 

・〇月 総務部にてアンケート結果とりまとめ。結果をもとに〇〇〇〇（登録機関）と

ワークショップの内容検討 

・〇月 ワークショップ実施、事後アンケートから今後の取組検討 

【強みの強化】 

連帯感・コミュニケーションを高める福利厚

生制度の拡充 

 

・〇月 公募による制度検討チーム立ち上げ、 

・〇月 各部署内にて検討チームによるヒアリング調査を行い、連帯感・コミュニケーショ 

ンを高めるための福利厚生制度について確認。  

・〇月 調査結果を経営会議にて報告・実施検討 

・〇月 経営層からのフィードバック。チーム内で今後の対応を検討 

 

４ 取組実行（補助事業期間内に取組計画に基づいて実行した内容を記載してください。） 

取組実行内容 得られた効果・課題 

【成長の機会創出】 

経営理念の浸透の取組強化 

・目指す姿の提示 

・社長と語る会 

経営理念浸透チームでの会社の目指す姿の検討後、〇月に目指す姿の提示と社

長と語る会を実施し、従業員の反応も良かった。今後の取組については、従業員

の意見を吸い上げ経営計画に反映する機会と仕組づくりの案が出ており、〇月まで

の実現に向けての現在協議を継続中。 

【成長の機会創出】 

仕事への価値観を見直すワークショップの実施 

〇月にワーク前のアンケート実施した後、〇月にワークショップを開催した。事後アン

ケートの結果、製造部の満足度が他より比較的低かったことから、製造部への重点

的なアプローチが必要と判断した。具体的には、〇月に製造部のマネージャーにチー

ムマネジメント研修を実施する予定。 

【強みの強化】 

連帯感・コミュニケーションを高める福利厚生

制度の拡充 

 

〇月に実施したヒアリング調査の結果、従業員参加型のイベントの開催とランチ補

助制度の実施の２案で経営会議にて報告することが決まった。しかし、ヒアリング調

査の実施が当初より遅れてしまったため、経営会議での報告は〇月にずれることに

なった。 

 

５ その他（事業を通じて得られた気づき、所感などを記載してください。） 

経営理念浸透チームの若手社員の自律的な活動が周りの従業員に良い影響を与えてくれている。今後も働きがい向

上の取組を継続する。来年度にもう一度、エンゲージメント調査を行い、スコアが改善されているか確認したい。 

・それぞれ記載例を参考に各項目に記載してください。 
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